
2001年1月
第二次市中協議案

7～8月
　　　　ワーキング・ペーパー

9月末～１０月初 2002年初旬
第三次市中協議案

は骨格が示されていた
　
　

第
１
の
柱
（
最
低
自
己
資
本
比
率
規
制
）

標準的手法

内部格付手法 企業向

ソブリン向

銀行向

第３の柱（開示を通じた市場規律）

第２の柱（監督上の検証プロセス）

　
　
　
　

信
用
リ
ス
ク

オペレーショナル・リスク

特定の資産のみを返済源と
する融資

引当金等

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ

リテール

特定の資産のみを返済源と
する融資

株　式

引当金等

株　式

　　　証券化

（格付機関等の外部格付を利用）

（銀行の内部格付

を利用）

簡素化案

ＢＩＳ規制見直しにかかるワーキング・ペーパーの位置づけ

証券化

（注１）「特定の資産のみを返済源とする融資」及び「証券化」については
１０月上旬公表を目処に作業中。

（注２）ワーキングペーパーについてもコメントを求め、第３次案に反映し
ていく。

は今回公表予定


